
[資源循環局]  10款２項４目 （単位：千円）

事業費 市債+一財 事業費 市債+一財 事業費 市債+一財

53 産廃管理費 29,225 15,899 39,338 24,996 △ 10,113 △ 9,097

54 排出事業者指導費 3,323 3,319 3,644 3,640 △ 321 △ 321

55 PCB適正処理推進費 31,850 9,060 34,474 8,693 △ 2,624 367

56
不適正処理監視・指導
強化事業

22,688 22,583 20,606 20,501 2,082 2,082

57
南本牧廃棄物最終処分
場埋立事業

160,176 △ 356,074 146,454 △ 369,796 13,722 13,722

58
戸塚区品濃町最終処分
場特定支障除去等維持
事業

115,599 80,848 107,599 72,848 8,000 8,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

計 362,861 △ 224,365 352,115 △ 239,118 10,746 14,753

事　業　計　画　書　目　次

増△減（８－７）
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令和８年度 令和７年度



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

産廃管理費

10 13 30

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

              29,225令和8年度               13,326                   0              15,899                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

              39,338

            ▲10,113

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

              24,996

             ▲9,097

              14,025              19,725

              21,830

              29,225              29,225              29,225

                   0

               1,465

              20,600

              13,334

               7,115

              12,844

              15,899              15,899              15,899

              14,342

             ▲1,016

廃棄物処理法及び自動車リサイクル法に基づく許可申請に対する審査や処理業者等の指導、最終処分場の環境モニタリング等を行うこ
とで産業廃棄物の適正処理を確保します。また、課内における共通経費を執行し、事務事業の効率化を図ります。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

           100            100            100                100            100            100            100大防止（結了件数／
不適正処理事案の拡

指導・処分件数）

実績            100            100％

            30            30            30                30            30            30            30

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

産業廃棄物の適正処
理の確保・生活環境
の保全（優良産廃処

            27            27実績者
理業者数）

法の定める要件に適合しているか審査を行い、適正な許可事務を行います。また、産業廃棄物処理業者等への指導、処分場のモニタリ
ング等の実施により産業廃棄物の適正処理を進めるとともに不法投棄等不適正処理の未然防止を図ることで、生活環境の保全に寄与し
ます。

事業目的

廃棄物処理法において、都道府県（及び政令市）は「区域内における産業廃棄物の状況を把握し、産業廃棄物の適正な処理が行われる
ように必要な措置を講ずることに努めなければならない」（法第４条第３項）とされています。自動車リサイクル法においても同様で
す。このため、本市は、産業廃棄物の処理が適正になされるよう許可や届出に係る事務及び適正処理指導等を行い、もって生活環境の
保全を図るという法の目的を達成する必要があります。背景・課題

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則根拠法令・方針決裁等
・横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例、同規則
・使用済自動車の再資源化等に関する法律

令和７年３月31日現在　許可登録件数
　① 産業廃棄物処理業　　　　　378件
　② 自動車リサイクル法登録業　317件
　③ 自動車リサイクル法許可業　 36件

根拠・データ等

昭和46年度～　廃棄物処理法に基づく許可事務、許可業者への適正処理指導等
平成３年度～　廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設の規制強化
　　　　　　　（産業廃棄物処理業許可の更新制の導入、産業廃棄物処理施設の許可制度導入）
平成16年度～　自動車リサイクル法に基づく許可事務、許可業者への適正処理指導等

事業スケジュール

昭和46年度事業開始年度

1
7年度8年度

共通経費

細事業(事業内訳）

1               26,745              36,858             ▲10,113 浸水被害による災害廃棄物発生量推計業務委
託の完了のため

適正処理指導費
2                2,480               2,480                    0

              29,225              39,338             ▲10,113

1事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

屋代 正男 米津 克哉



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

排出事業者指導費

10 13 30

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

               3,323令和8年度                    4                   0               3,319                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

               3,644

               ▲321

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

               3,640

               ▲321

               4,456               4,492

               3,237

               3,284               3,284               3,284

                   0

               4,454

               5,143

               5,121

               4,489

               3,233

               3,280               3,280               3,280

                   4

                   0

良好な生活環境を保全していくため、産業廃棄物の排出事業者に対して保管基準、処理基準、委託基準等の順守や廃棄物の資源化等を
指導・啓発することにより、産業廃棄物の適正処理や３Ｒを進めます。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

           800            800            800                800            800            800            800
事業所立入検査件数

実績            808            802件

             0             0             0                 0             0             0             0

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

市内事業者への文書
指導件数（指示書、
報告徴収）

             1            14実績件

産業廃棄物を適正に処理する責任がある排出事業者への立入指導や届出指導、説明会の実施等により、適正処理及び３Ｒを推進するこ
とで、持続可能な循環型社会の構築を目指します。

事業目的

近年、日本における産業廃棄物の排出量は年間約４億トン前後で推移しており、最終処分場のひっ迫や不法投棄を始めとした不適正処
理等が継続的な課題となっています。
横浜市においても15万を超える事業所から年間約１千万トンもの産業廃棄物が発生しており、適正処理や３Ｒの推進が求められていま
す。背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、ダイオキシン類対策特別措根拠法令・方針決裁等
置法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例、横浜市生活環
境の保全等に関する条例、神奈川県廃棄物処理計画

産業廃棄物排出事業所登録データ、廃棄物処理法等に基づく報告（管理票交付等状況報告書、情報処理センター登録報告等）、立入指
導実績等

根拠・データ等

昭和46年度～　排出事業者指導等　
平成14年度～　建設リサイクル法届出審査等

事業スケジュール

昭和46年度事業開始年度

1
7年度8年度

排出事業者指導費
細事業(事業内訳） 1                3,323               3,644                ▲321 委託費の精査による減

               3,323               3,644                ▲321

2事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

倉田 力 掛川 雅和



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

ＰＣＢ適正処理推進費

10 13 30

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

              31,850令和8年度               22,790                   0               9,060                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

              34,474

             ▲2,624

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

               8,693

                 367

              45,405              40,516

               6,904

              31,789              31,789              31,789

                   0

               7,943

              23,410

              12,290

               9,544

               5,142

               8,999               8,999               8,999

              25,781

             ▲2,991

事業者に対するＰＣＢ廃棄物の適正かつ期間内処分の周知・指導を行います。
事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

  適正処理指導   適正処理指導   適正処理指導       適正処理指導   適正処理指導   適正処理指導   適正処理指導に関する届出件数
低濃度ＰＣＢ廃棄物

実績            548            476件

           100           100           100               100  適正処理指導  適正処理指導  適正処理指導

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

低濃度ＰＣＢ廃棄物
の処分率

            88            86実績％

市内で保管されている高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理に関する手続が完了している。
併せて、低濃度ＰＣＢ廃棄物の処理が進んでおり、国民の健康の保護及び生活環境の保全が図られている。

事業目的

 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）は、変圧器・コンデンサー・安定器などの電気機器等に広く使用されてきたが、人体への影響から昭
和47年に製造が中止された。その後、長らく処理されてこなかったが、平成13年に施行された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法」に基づき、国がＰＣＢ廃棄物の処理計画を策定し、処理施設の整備や処理費用の助成などを行い、処理
を推進している。
 ＰＣＢ廃棄物は濃度により、高濃度と低濃度に分類されている。高濃度ＰＣＢ廃棄物については、令和７年度末に国で唯一の処理施
設であるJESCOでの事業が終了するが、現在、国において、それ以降の処理体制等を検討しているところであり、引き続き、新たに発

背景・課題

見された場合には、法に基づく処理を指導するとともに、手続を行わない事業者に対しては、改善命令を発出し、命令に従わない場合
には、行政代執行により処分する必要がある。また、低濃度ＰＣＢ廃棄物については処分期間が令和８年度末までであることから、事
業者に対し、改めて、低濃度ＰＣＢ廃棄物となる電気機器等がないか調査を促すとともに、処分に向けた手続を説明するなど、処分期
間内の処分を進める必要がある。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、横浜市ポリ塩化ビフェニル根拠法令・方針決裁等
廃棄物適正管理要綱

市内事業者のＰＣＢ廃棄物処理状況
○市内で処分した高濃度ＰＣＢ廃棄物（令和６年度末現在）
　(1)市役所以外
　・変圧器・コンデンサー：9,117台
　・安定器・小型コンデンサー等：146,409台
　(2)横浜市役所
　・変圧器・コンデンサー：365台
　・安定器・小型コンデンサー等：21,793台
○市内で保管している低濃度ＰＣＢ廃棄物（令和５年度末現在）

根拠・データ等

　(1)市役所以外
　・変圧器：316台
　・コンデンサー：523台
　(2)横浜市役所
　・変圧器：60台
　・コンデンサー：25台

・平成13年度：ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行
・平成16年度：拠点的広域処理施設操業開始
・令和４年度：高濃度ＰＣＢ廃棄物処分期間終了
・令和７年度：高濃度ＰＣＢ廃棄物処理施設（ＪＥＳＣＯ）事業終了
・令和８年度：低濃度ＰＣＢ廃棄物処分期間終了事業スケジュール

平成13年度事業開始年度

1
7年度8年度

保管事業者指導等

細事業(事業内訳）
1                5,239               5,424                ▲185 出張先事業終了による旅費の減

庁内処分
2               26,611              29,050              ▲2,439 想定廃棄物量の減

3事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計



細事業合計

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

令和 5年度

              31,850              34,474              ▲2,624

倉田 力 倉田 賢志



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

不適正処理監視・指導強化事業

10 13 30

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

              22,688令和8年度                  105                   0              22,583                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

              20,606

               2,082

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

              20,501

               2,082

              19,879              20,131

              21,038

              22,688              22,688              22,688

                   0

              19,793

              20,369

              20,263

              20,028

              20,930

              22,583              22,583              22,583

                 105

                   0

事業系廃棄物の不適正処理に対し、迅速な対応を図るとともに、違法事案に対して県警ＯＢ職員を中心とする専従機動班が収集事務所
と連携して監視・指導を実施します。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

            50             50             50                 50             50             50             50
総現場数

実績            141            154件

            20            20            20                20            20            20            20

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

解決現場数

            60            41実績件

本事業は、事業系廃棄物の不適正処理（不法投棄や過剰保管など）を防止するために、18区の収集事務所と県警OBを中心とした専従機
動班が連携して、監視・指導体制を強化し、事案の迅速かつ厳正な対応と拡大防止を図り、市民の良好な生活環境の保全を確保するこ
とを目的としています。

事業目的

不適正処理が行われていないか日常的にパトロールを実施し、事業系廃棄物の不法投棄・不適正処理の防止に繋げます。
また、市民から寄せられる事業系廃棄物の不適正処理に関する通報に対して、初動調査や適切な指導・継続監視を行うことで、不法投
棄や不適正処理の防止及び是正に繋げます。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令・方針決裁等

・産業廃棄物の不適正処理等に関する苦情通報件数の推移
　令和４年度70件、令和５年度74件、令和６年度73件

・指導現場への出動件数
　令和４年度452件、令和５年度411件、令和６年度382件根拠・データ等

・平成15年度：事業開始
・平成17年度：県警OBを含む専従機動班設置

事業スケジュール

平成15年度事業開始年度

1
7年度8年度

不適正処理監視・指導強化事業
細事業(事業内訳） 1               22,688              20,606                2,082 労務単価の増

              22,688              20,606                2,082

4事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

屋代 正男 鈴木 智志



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

南本牧廃棄物最終処分場埋立事業

10 13 30

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

             160,176令和8年度              516,250                   0           ▲356,074                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

             146,454

              13,722

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

           ▲369,796

              13,722

             145,757             148,422

             138,331

             160,176             160,176             160,176

                   0

           ▲370,493

             139,583

              25,262

           ▲367,042

              53,718

           ▲356,074           ▲356,074           ▲356,074

             516,250

                   0

南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場において、公共事業や市内中小企業から発生する産業廃棄物の受入れを行い、効率的な埋立処分
や排水処理施設の適正な維持管理等、最終処分場の円滑な運営を行います。事業概要

（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

          実施           実施           実施               実施           実施           実施           実施安定的な埋立処分、
将来にわたるごみの

施設の適正な維持管

実績           達成           達成－
理

          実施          実施          実施              実施          実施          実施          実施

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

ごみの安定的な埋立
処分

          達成          達成実績－

市内の民間処分場の残容量と新規設置の困難性を考慮し、市内中小企業等から排出される産業廃棄物の受け入れを行うことで、産業廃
棄物の適正処理を推進します。

事業目的

市内の民間産業廃棄物最終処分場（１か所のみ）は受入容量が限られており、新規処分場の設置計画もないことから、市内中小企業が
産業廃棄物の搬入先に苦慮している。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令・方針決裁等

廃棄物処理施設維持管理記録票
＜産業廃棄物の埋立量＞
令和３年度：   7,895t
令和４年度：   8,773t
令和５年度：   8,401t
令和６年度：   6,184t
令和７年度：   6,184t（予定）

根拠・データ等

【第２ブロック最終処分場】
　平成５年度：埋立開始、平成29年度：埋立終了
【第５ブロック最終処分場】
　平成29年度：埋立開始

事業スケジュール

平成5年度事業開始年度

1
7年度8年度

南本牧廃棄物最終処分場埋立事業

細事業(事業内訳）
1              160,176             144,208               15,968 労務単価の増

南本牧排水処理設備等改修工事
2                    0               2,246              ▲2,246 事業統合による減

             160,176             146,454               13,722

5・6事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

屋代 正男 米津 克哉



款 項 目

（単位：千円）

区　分 金　額 国 県 市債 一般財源

財 源 内 訳

（単位：千円）
細事業名称 差引（増減） 増減説明

細事業合計

事業計画書

その他

歳出

事業費

事業費

市債＋一般財源

市債＋一般財源

予
算

決
算

増▲減

本資料は、評価やデータなどを踏まえ検討し、 課長 係長

公正・適正に作成しました。

   令和8年度

令和 5年度

□ 新規　□ 拡充事業局課 新規拡充 事業評価書番号

2 4

戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等維持事業

10 13 30

事業名称

歳出予算科目 政策群番号 施策群番号

             115,599令和8年度               34,751                   0              80,848                   0                   0

令和7年度

令和6年度令和5年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

             107,599

               8,000

                   0

                   0                   0

                   0

                   0

              72,848

               8,000

             120,717             107,599

              94,225

             107,599             107,599             107,599

                   0

              95,317

              99,149

              67,486

              72,848

              63,829

              72,848             107,599             107,599

              34,751

                   0

戸塚区品濃町最終処分場（以下「処分場」という。）では、産業廃棄物処分業者が許可容量を大きく超える産業廃棄物の処分を行った
ことにより、生活環境の保全上の支障のおそれが生じています。そのため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の８に基づき、
行政代執行を進めます。

事業概要
（アクティビティ）

事業指標①
（アウトプット）

単位 目標

年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度

適切な維持管理 適切な維持管理 適切な維持管理     適切な維持管理 適切な維持管理 適切な維持管理 適切な維持管理
最終処分場

実績           実施           実施－

          維持          維持          維持              維持          維持          維持          維持

11年度10年度9年度8年度7年度6年度5年度年度

目標単位

（アウトカム）
事業指標②

周辺河川の水質保全

          達成          達成実績－

地下水汚染拡散の抑制及び浸出液並びに猪久保トンネル排水の浄化のため、処分場内外に設置されている井戸で汚水くみ上げ等の適切
な維持管理を行います。
なお、くみ上げた汚水は、浸出水処理設備で浄化し、下水道に放流します。

事業目的

処分場では、遮水が一部不十分であるため、浸出液が周辺地下水へ漏出しています。そのため、地下水汚染が拡散するおそれがあり、
生活環境の保全上の支障のおそれが生じています。

背景・課題

廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令・方針決裁等

平成17年　行政代執行の方針を決定
平成20年　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の環境大臣同意取得
平成25年　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の環境大臣変更同意（１回目）
平成30年　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業の環境大臣変更同意（２回目）
　　　　　戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画書根拠・データ等

平成20年度　　　　　　　事業開始
平成20年度～平成26年度　擁壁設置工、廃棄物整形工、汚水対策工の実施
平成21年度～平成24年度　廃棄物処分の実施
平成30年度　　　　　　　ほう素処理対策の導入
平成20年度～　　　　　　施設運転管理・モニタリングの実施事業スケジュール

平成20年度事業開始年度

1
7年度8年度

戸塚区品濃町最終処分場特定支障除去等維持事業
細事業(事業内訳） 1              115,599             107,599                8,000 令和10年度以降の事業計画を定める調査・検

討委託を実施するため。

             115,599             107,599                8,000

7事業系廃棄物対策課資源循環局

一般会計

田島 禎之 田中 淳一
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